
- 1 - 

 
 

以 上 

 

本メルマガは山下税理士に日常業務の中から「間違いやすい・見落としがちな」税務のチェックポイントをＱ&Ａ形式で

ご寄稿頂いたものになります。ぜひご参考になさってください。 

『質問』 

少額減価償却資産の取得価額の判定（事務机と椅子） 

≪内容≫ 

Ａ社は、資本金２億円の食品製造業を営んでいる法人ですが、このたび、本社移転に伴い、本

社勤務の社員全員（6０名）の事務用の机及び椅子を取り換えましたが、購入単価は、１名当

たり14万円（事務机9万円、椅子5万円）で、総額840万円でした。 

このような場合、①事務机及び椅子はそれぞれ別個の資産として捉えますと、いずれも購入単

価が１０万円未満であることから少額減価償却資産に該当することになりますが、逆に、②使

用形態からして事務机と椅子はセットで機能することから１セットで捉えますと、購入単価は

14万円となり、少額減価償却資産に該当しない、ことになりますが、いずれの捉え方が正しい

のか教えてください。 

『答』 

 法人税法施行令１３３条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》又は同１３３条の２《一

括償却資産の損金算入》の規定を適用する場合において、取得価額が１０万円未満又は２０万円

未満であるかどうかは、通常１単位として取引されるその単位ごとに判定することとされていま

すので、ご質問における取得価額の捉え方としては、①が妥当し、事務机（１個当たり取得価額

9万円）及び椅子（１個当たり取得価額 5万円）は、いずれも取得価額が１０万円未満で、少額

の減価償却資産に該当することになります。 

 

（解説） 

１ 法人税法施行令１３３条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》又は同１３３条の

２《一括償却資産の損金算入》の規定を適用する場合において、取得価額が１０万円未満又は

２０万円未満であるかどうかは、通常１単位として取引されるその単位ごとに判定することと

されています（法基通7－1－11）。 

 なお、この取扱いは、租税特別措置法６７条の５《中小企業者等の少額減価償却資産の取得

価額の損金算入の特例》の規定を適用する場合における取得価額が３０万円未満であるかどう

かについても同様です（措通６７の５‐２）。 
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２ ご質問のケースで本社移転に伴い一括購入した事務机及び椅子は、通常は１個の机と１個

の椅子がセットとなって使用されることから、ご質問の②の考え方のように「事務机と椅子の 

１セットで考えるべき」との捉え方もあろうかとは思われます。 

  しかしながら、上記１の取扱いのポイントは、「使用される単位ごと」ではなく「取引さ

れる単位ごと」に判定することにあるものと解されます。 

  そうしますと、事務机と事務用の椅子は、応接セットのようにセットで取引されるもので

はなく、それぞれ別個に取引されるのが通常ですから、取得価額が１０万円未満であるかどう

かは、事務机及び椅子それぞれ個別に判定するのが相当と考えます。 

 

３ また、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」の細目を見ますと、「応接セット」が一

の減価償却資産として掲げられているのに対して、「事務机」及び「事務いす」はそれぞれ別

個の資産として掲げられています。 

 

※なお、税務のチェックポイントＱ＆Ａに関するご質問は受付しておりません。 

予めご了承ください。 
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